
令和６年度原爆被爆者健康診断費基準額一覧表 

 

検査の種類 

 

検  査  項  目 

 

基 準 額 

１  一般検査 

（定期健診及び 

  希望健診） 

 

ａ．視診、問診、聴診、打診及び触診 

ｂ．ＣＲＰ検査  ｃ．血球数計算  ｄ．血色素検査 

ｅ．尿検査  ｆ．血圧測定  （ｇ．肝臓機能検査〈AST検査法、ALT検

査法及びγｰGTP検査法〉※１、ｈ.ヘモグロビンＡ１ｃ検査※２） 

   ５,６４３円（２,０７９円※１ 

                 ５３９円※２  ） 

 

 

２  がん検査 

（希望健診のみ） 

 

 

 

 

 

 

Ａ．胃がん（問診、胃部エックス線検査 又は 内視鏡検査） 

 

 

 

Ｂ．肺がん（問診、胸部エックス線検査、喀痰細胞診※３） 

Ｃ．乳がん（問診、視診、触診、乳房エックス線検査） 

 

Ｄ．子宮がん（問診、視診、内診、子宮頚部細胞診、 

         体部細胞診※４、コルポスコープ検査※５） 

Ｅ．大腸がん（問診、便潜血検査） 

Ｆ．多発性骨髄腫（問診、血清蛋白分画検査） 

Ａ．胃部エックス線検査  

    （直接撮影） １２，２４０円 

（間接撮影）  ７, ８５５円 

  内視鏡検査  １６，１０４円 

Ｂ．   ５,０５０円（３,５２０円※３） 

Ｃ．   ９,６６９円 

  問診、視診、触診のみ３，１６８円 

Ｄ．   ６,６８８円（５,７２０円※４ 

                   ２,３１０円※５） 

Ｅ．   ４,３５６円 

Ｆ．   １,６２８円 

３  精密検査 

 

  上記の検査の結果、医師が必要と認めた検査 

 

  診療報酬点数により算定した額と 

  ７，０２８円のいずれか低い方の額※ 

※印については、医師が必要と認めた場合に実施（単価については加算） 

※精密検査の支払い金額内訳内に７,０２８円を超えている受診者がいても、検査人員数×基準単価の額内に収まっている

のであれば支払っても差し支えない旨確認済み。（厚生労働省健康局総務課援護予算係確認済み） 

【胃部エックス線検査の撮影方式は、直接撮影を原則とし、実施医療機関の状況によりやむを得ない場合は、間接撮影も可

能とする】 


